
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

「長野県食と農業農村振興計画」に基づく施策を効果的に進めるため、「長野県食と農業 

農村振興審議会 南信州地区部会」を開催し、委員の皆様から幅広いご意見やご提言をい 

ただいています。このたび、委員改選にあたり、次のとおり委員を公募します。 
 

 

 

 

長野県食と農業農村振興の県民条例」に基づき、農業者、消費者、農業関係団体、 

農業委員会、市町村職員などの代表者約10名程度の委員で構成し、地域の県民の意見を反映 

した南信州地域の特性を活かした発展方向の策定及び検証を行います。 

 

農業者の代表者 ２名 

 

以下の条件をすべて満たすこと 

・飯田市又は下伊那郡に居住する18歳以上（令和６年４月１日現在） 

・南信州地域の農業政策に関心を持ち、農業者の立場から意見を述べる 

ことができる 

・年1～2回程度開催する地区部会に出席できる 

 

  ２年間（令和６～７年度） 

 

応募用紙に必要事項を記入し、郵送、ＦＡＸ、電子メールでお申し込み 

ください。（詳細は別紙「公募要領」をご覧ください） 

以下のホームページから応募用紙のダウンロードが可能です。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shimochi/nosei-

aec/kannai/soshiki/nosei/index.html 

 

  令和６年５月７日（火）～５月20日（月） 
 

南信州農業農村支援センター 農業農村振興課 農村振興係 

〒395-0034 飯田市追手町２丁目678 

電 話：0265－53－0413、ＦＡＸ：0265－53－1629   

電子メール：minami-nosei@pref.nagano.lg.jp 
 

 

 

 

 

６ 募集期間 

２ 募集人数 

長野県（南信州地域振興局）プレスリリース  令和６年（2024 年）５月２日 

長野県食と農業農村振興審議会「南信州地区部会」委員を公募します 

～あなたの声を県農政へ～ 

４ 任期 

５ 応募方法 

7 応募先 

１ 長野県食と農業農村振興審議会「南信州地区部会」 

３ 応募資格 

（問合せ先） 

担  当 南信州地域振興局 

南信州農業農村支援センター 

農業農村振興課 農村振興係 橋本 

電  話 0265-53-0413（直通） 

     0265-23-1111（代表）内線 2491 

ファクシミリ 0265-53-1629 

電子メール mt-tourism@pref.nagano.lg.jp 

mailto:minami-nosei@pref.nagano.lg.jp


長野県食と農業農村振興審議会 南信州地区部会 委員公募要領 

 

１ 趣 旨  

農業農村振興に関する幅広い意見を農業振興行政に反映するため、「長野県食と農業農村振興審議会

南信州地区部会」の委員を公募します。  

地区部会は「長野県食と農業農村振興の県民条例」に基づき、農業者、消費者、農業関係団体、農業

委員会、市町村職員などの代表者約 10名の委員で構成し、地域の県民の意見を反映した南信州地域の

特性を活かした発展方向の策定及び検証を行います。 

 

２ 募集人数  

農業者の代表者 ２名  

 

３ 応募資格  

次の条件を全て満たすこと。  

(1) 飯田市又は下伊那郡内に居住する方で、令和６年４月１日現在で満 18歳以上である  

(2) 南信州地域（飯田・下伊那）の農業政策に関心を持ち、今後の南信州地域の農業施策について、

農業者の立場から意見を述べることができる 

(3) 年１～２回程度開催する地区部会に出席できる  

 

４ 任期 

２年間（令和６～７年度）  

 

５ 応募方法  

(1) 応募用紙に農業振興に関する提言等、必要事項を記入し、お申し込みください。  

(2) 応募は、郵送（募集期間最終日の消印有効）、持参のほか、ＦＡＸ及び電子メールで受け付けま

す。  

(3) 提出いただいた書類は返却しません。  

 

６ 募集期間  

令和６年５月７日（火）から５月 20日（月）まで  

 

７ 選考方法  

(1) 書類選考等の審査により委員を決定します。  

(2) 選考の結果は、６月中旬（予定）に応募者に通知します。  

 

８ 応募先 

〒395-0034 飯田市追手町 2丁目 678  

長野県南信州地域振興局 南信州農業農村支援センター農業農村振興課農村振興係  

電 話：0265-53-0413、ＦＡＸ：0265-53-1629   

電子メール：minami-nosei@pref.nagano.lg.jp 

 

９ その他  

(1) 地区部会は原則として公開で行い、議事録及び会議資料は県のホームページで公表します。  

(2) 地区部会出席委員には、長野県の規程に基づき、報酬及び旅費を支給します。  

(3) 応募書類等の個人情報は、選考の目的のみに使用します。また、長野県個人情報保護条例に基

づき適切に取り扱います。 

 



                                  

事務局記入欄 

受 付 日    月   日 

整理番号  

長野県食と農業農村振興審議会 南信州地区部会委員 応募用紙 

ふ り が な 

 

氏   名 

 

年 齢    歳 
 

住   所 

（連 絡 先） 

〒   －     

 

 

連 絡 先 

電話番号 

自宅   －     － 

FAX   －     － 

携帯   －     － 

 

電子メール 

職 業 
 

勤 務 先 

 

 

 

電話番号   －    －     

応募の動機 

 

 

 

 

 

農業・農村振

興に関する

提案・意見等

（※１） 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 記入欄が不足する場合には、適宜用紙を追加してください。 

○応募先 〒395-0034 飯田市追手町 2 丁目 678 

   長野県南信州地域振興局南信州農業農村支援センター 農業農村振興課 農村振興係  

電話：0265-53-0413、ＦＡＸ：0265-53-1629  

電子メール：minami-nosei@pref.nagano.lg.jp 

○応募期間 令和６年５月７日（火)から５月20日(月)まで（必着） 

（郵送の場合は、５月20日の消印まで有効） 


